
（「区分方法の変更」の事例による説明①）  

新基準（素案）  

本部（A里）   

介護老人福祉施設及び居宅介護支援（A里）   

短期入所生活介護（A里）   

保育所（B園）   

一時預かり事業（B園）   

地域子育て支援拠点事業（B園）   

児童養護施設（Cの家）   

子育て短期支援事業（Cの家）   

指定生活介護（D苑）   

指定自立訓練（生活訓練）（D苑）   

指定居宅介護（D苑）  

現
行
基
準
の
適
用
範
囲
 
 

社
会
福
祉
事
業
 
 

－
u
O
－
 
 

就労支援事業会計  

処理基準に従う  
指定就労継続支援B型（D苑）  

l●－■■－■■■■■■■■t■■■■■■■■■■－－■‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾■  

l  

l  

公益事業  準用可  有料老人ホーム（Eホーム）   
l  

l  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿＿＿＿＿l  

収益事業 駐車場A里  

l ：複数の基準適用から、一つの基準での処理へ毒  
I  

l  

ヽ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿－－－－－■■－■■■■■■■■一－－●一－■■－－－一一－－－－－－一一一－－一一一一一′  12   



参考3－②  （「区分方法の変更」の事例による説明②）  

介護保険法上の「介護老人福祉施設」であり、「短期入所生活介護」、「居宅  

介護支援」も実施。「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、3つの事業は  

－合はわずかであるため、  
A里  

また、法人全体を管理する「本部」機能もA里にある。  

さらに、敷地の一部を有料月極駐車場として活用しているため、これを収益  
事業に区分する。  

B園  「保育所」。「一時預かり事業」及び「地域子育て支援拠点事業」も実施。  

Cの家  「児童養護施設」。「子育て短期支援事業」も実施。  

障害者自立支援法に基づく「指定生活介護」、「指定自立訓練（生活訓練）」  
D苑  及び「指定就労継続支援B型」の事業を一体的に行う多機能型事業所。  

また、同一建物で「指定居宅介護」も行っている。  

Eホーム「有料老人ホーム」。公益事業に該当するため、事業区分を分ける。  

13   



′  ′  ′  ′  

′′′′′（ア）1号基本金及び国庫補助金等特別積立金における「固定資産限定」を変更  
l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1   

t  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

】  
1  

1  

1  

l  

J  

l  

1  

1  

1  

1  

t  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

】  
t  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

】  
l  

l  

l  

l  

I  

】  
l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1   

1   

l  

→現行の会計基準においては、10万円未満の初期調度物品等を1号基本金及び国庫補助   
金等特別積立金から除外している一方、指導指針では含めているなど、取扱いが異なって   
いた。そこで、実態に即した計算一表示とするため、基本金及び国庫補助金等特別積立金の   
設定時において固定資産以外も計上できるように変更するものとする。  

（イ）4号基本金の廃止   

→基本金を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受  
l した寄付金に限定し、事業活動の結果として収支差額を振り替える現行基準の4号基本金は、：   

1  

1  

1  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

J   

他の基本金と性格が異なるため、基本金として取り扱わないものとする。   

（ウ）国庫補助金等特別積立金に「施設・設備整備資金借入金の償還補助金」を追加   

→施設・設備整備責の国庫補助金等については、一旦国庫補助金等特別積立金に積立て補   
助対象資産の償却期間にわたって取崩すことにより、損益の平準化を図るものとする。   

（注）現行の会計基準において、国庫補助金等特別積立金には、施設・設備整備資金借入金の償還  
補助金が含まれていなかった（一方で指導指針には含めていた）が、これは実質的に施設・設備整備  

補助に相当するため、追加するもの。  
′  ′  ′  ′  
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参考4－② 引当金の範囲   

一‾‾■－－‾‾‾■■■－■■一一■－■■■－●■－－■－－－－－一一■■－一一－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○ 引当金については、現行の会計基準では、①徴収不能引当金、②賞与引当金、   

③退職給与引当金のほかに、④その他引当金が認められていた。  
○ しかし、上記④その他引当金の実質的な内容は積立金の性格が強い点、開示   
内容の透明化を図る点から、当面の間、引当金は①徴収不能引当金、②賞与引当   
金、③退職給付引当金の3種類とする。   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－t－－－－一－－－－－－一一一一－一一－－－－－－－－－－t－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－t－－－－■－－■■■■■一  

′  

◆ 現行基準  ◆ 新基準（素案）  

【引当金の種類】  

①徴収不能引当金  

②賞与引当金  

③退職給与引当金  

④その他引当金  

【引当金の種類】  

①徴収不能引当金  

②賞与引当金  

③退職給付引当金  
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一－■■■■■一－－■－－－＝－－■■●＝＝■－●■■■－－■■■■■■■■■■■■■■■－■■一■＝－－■■■■＝■■■■■■一■■－－－－一－－■■－＝－－－＝＝■●●＝＝一－■－ 
一一一 －－ ヽ  

′                                                                                                                                                                                                         ヽ ′ヽ ′′′′′○資産と負債に係る流動・固定の区分、資産の価値の変動等をより正確に財、、、、、   
務諸表に反映し、財務情報の透明性を向上させるため、公益法人会計基準   
（平成20年4月）にならび、たとえば以下の会計手法を導入する。   

（ア）1年基準（ワン・イヤー・ルール）  

一→ 貸付金、借入金等の債権債務は、決算日翌日から1年以内に入金・支払の期限  
が来るものを流動資産・負債とし、1年を超えるものを固定資産・負債とする基準   

（イ）金融商品の時価会計  

→ 金融商品を期末の時価で再評価し、財務諸表に計上する手法   

（ウ）リース会計  

J   

J  

J  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

】  
l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1   

1   

l  

l  

l  

1  

1  

1   

1  

1  

1  

1  

1  

】  
l   

l   

l  

l   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

l  

l → 耐用年数の大半の期間をリース契約で使用する機械など、リース物件を資産として、：  
リース債務を負債として財務諸表に計上する手法  

（エ）退職給付会計  

→ 将来発生する退職給付額と積み立てた年金資産の差額等を財務諸表に計上する  

手法  

（オ）減損会計  

→ 固定資産の価値の下落を財務諸表に計上する手法  

（力）税効果会計  

→ 収益事業を実施する法人において、税負担の額を適切に期間配分して財務諸表 ノ                                                                                                                                                                           ／  
に計上する手法  

－－■■■■■■－■－■■■■■一t■■■■■■■一■－■■■一一■一●－－●●●■一一－■●■●■－■●■■－■一●■●－■■■■■■－－t－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‥－－－－－一一－一一一′  

（注）簡便な取扱い方法を可能とすることにより、事務負担の軽減を図ほ  
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参考4－④ 退職共済制度の取扱いの明確化  

′  

′ r O福祉医療機構の実施する退職共済制度については、従前と同様、掛金を費用  
ヽ  ヽ  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

J  

J  

′  ′   

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

】  
l  

l  

l  

l  

l  

t  

I  

l  

l  

l   

＼  

ヽ  ヽ   

◆   

処理する。  
○都道府県等の実施する退職共済制度は、退職共済預け金と同額を退職給付   

引当金に計上する処理方法に統一する。  

○ 法人が利用する退職給付制度は、様々な制度が活用されているため、財務   

諸表利用者の理解に役立つよう、財務諸表の注記に法人で採用している退職   
給付制度の内容を明示する。  

現行会計処理方法  ◆ 新基準（素案）  

①福祉医療機構の退職共済制度   

掛金を費用処理。  

①福祉医療機構の退職共済制度   

掛金を費用処理（変更なし）。  

②都道府県等の実施する制度   

退職給与引当金の計上額は、退職  
共済預け金（掛金額）と同額とする方法  

と、要支給額を計上する方法がある。  

②都道府県等の実施する制度   

掛金額を退職共済預け金として資  

産計上し、同額を退職給付引当金に  

計上する（処理方法を統一）。  

③採用している退職給付制度   

財務諸表の注記に明示。   
③採用している退職手当制度   

従来、注記なし。  
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′一－＝＝■＝●＝■■■＝…－■■■…■■■■■■＝…＝＝＝＝＝＝＝■＝＝＝＝■■＝■■＝－＝＝■■＝－■■■＝－＝■■…一＝＝…＝■－■－ 
′ ′ 、 

J′′○共同募金会から社会福祉法人への配分金（一般配分金、特別配分金）は、民、、、 l  
； 闇肋I播仝l二；斤い壮絶右貴重つ≠．の下泉スr♪か入l草間閉4太轟ヽ良の出Il赤金♪闇」巷 ： 間助成金に近い性格を持つものであることから 、民間団体からの助成金と同様  

の処理を行うものとする。  
○受配者指定寄附金は、寄付者が共同募金会を通じて社会福祉法人に寄附するも  

のであることから、従前と同じく寄附金として処理を行うものとする。  

（注）共同募金配分金等については、現行会計基準では取扱いが明示されておらず、指導  

指針では①一般配分金は寄附金収入として受け入れるものとし、②受配者指定寄附金は  

l  

l  

l  

】  
l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

I  

l  

1  

1   

t  

l  

一  
′   

＼、、 
、 

、 －■■－11■l1－■ll■l1－－1■■■■■■l1一一－■■ ■－－－－■－■－－■l■■■■ －■－ －●■－●■－1■■ －11－－●l■■一一 ■■■●－■■■ ■■■●－■●－■■■●■一 ■■一■■■－■■－■ ■■■■－■■■■－■ ■■■■－■■■■■■l■■一■■■■■－■■■■■■－－■■■一一－ ■■－■－■■ 一一■■一一－■■  

◆ 現行指導指針  ◆ 新基準（素案）  

【共同募金配分金等の取扱い】  

（D一般配分金：民間団体からの助成金と  

同様の処理  

②特別配分金：民間団体からの助成金と  

同様の処理  

③受配者指定寄附金：寄附金として処理  

【共同募金配分金等の取扱い】  

①一般配分金：寄附金として処理  

②特別配分金：明記なし  

③受配者指定寄附金：寄附金として  

処理  
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既存通知の取扱いの方向性  

（1）移行期間終了をもって廃止の方向  

1「社会福祉法人会計基準の制定について」   
（平成12年2月17日付け社援第310号大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）   

2「社会福祉法人会計基準の制定について」   
（平成12年2月17日付け社援施第6号大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、社会・援護局施設人材課長、老  

人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知）  

3「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」   
（昭和51年3月31日付け社施第25号社会・援護局長、児童家庭局長連名通知）  

4「社会福祉法人会計基準」及び「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等取扱指導指針」等の当面の運用につ  

いて  

（平成12年12月19日付け社援施第49号・老計第55号社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長連名通知）  

5「授産施設会計基準の制定について」（平成13年3月29日付け社援発第555号社会1援護局長通知）  

6「授産施設会計基準に係る取扱いについて」   
（平成13年3月29日付け社援保発第23号■障障発第12号・障精発第18号社会・援護局保護課長、障害保健福祉部障害福祉課長、  

障害保健福祉部精神保健福祉課長連名通知）  

7「社会福祉法人会計基準への移行に関する留意点について」   
（平成12年2月17日付け社援施第8号社会・援護局施設人材課長通知）  

（2）社会福祉法人以外の事業者に適用されるものとして存続する方向  

8「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」   
（平成12年3月10日付け老計第8号老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）  

9「介護老人保健施設会計一経理準則の制定について」（平成12年3月31日付け老発第378号老人保健福祉局長通知）  

10「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則の制定について」   
（平成7年6月1日付け老健第122号・保発第57号老人保健福祉局長、保険局長連名通知）  

11「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」   
（平成18年10月2日付け杜撰発第1002001号社会・援護局長通知）  

12「社会福祉法人会計基準における減価償却の見直しに伴う「就労支援事業会計処理基準」の取扱いについて」   
（平成19年7月31日付け障障発第0731002号障害保健福祉部障害福祉課長通知）  
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（参考資料17）  

社会的な問題が発生した社会福祉法人の主な事案  

一会計担当理事による保育所運営費の着服事案－  事 例   

1 事案の概要   

保育園（認可保育所）を設置運営する法人について、当該法人の内部調査の結果、   

会計担当理事による保育所運営費の着服が判明した。   

法人からの報告を受け、特別監査を実施した結果、使途不明金を確認。   

法人は、使途不明金一部について着服を認めた同理事を解任。  

2 所轄庁の特別監査  

（む 平成20年4月～5月までの間、特別監査を実施（計5回）   

② 特別監査において確認した内容  

ア 使途不明金について  

・ 会計書類等を精査した結果、使途不明金を確認。  

これらは、架空経費の計上や正規の経理処理を経ず無断で預金が引き出さ  

れたことにより発生したもの。  

法人には、会計担当理事の他に会計に関する知識を持つものがいない。  

・ 会計担当理事は、使途不明金の一部について、私的流用したことを認めて  

いない。  

法人は理事会で刑事告訴を決定し、所管警察署と協議中。  

イ 会計処理の状況について  

・ 実質的に会計担当理事に処理を任せきりにしていた。  

一 預金通帳、キャッシュカードといった預金の管理体制についても不十分。  

・複数の看で確認を行うべき会計処理の基本原則が遵守されておらず、内部  

牽制体制が機能していない状況。  

り 法人運営体制について  

・財務管理について、会計担当理事に一任しており、理事会、監事の機能が  

形骸化している状況。   

③ 法人に対し、1ケ月間の報告期限を課した上で、是正改善命令を発出（5月）。   

④ 是正改善命令の内容  

社会福祉法第56条第2項の規定に基づく、  

・ 会計担当理事に対し、法人資産（施設運営責）の返還請求  

・ 適正な会計処理を行うための会計組織の再構築  

・ 適正な法人運営を行うための理事会、監事の機能確立  
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3 法人の改善措置内容  

① 会計担当理事から法人資産の一部返還、理事長及び副理事長から未返還部分を  

立替え補填。  

② 会計担当理事に対し、引き続き刑事・民事両面からの責任追及・返還請求   

③ 事務職員を増員するなど、日々の会計処理体制を強化。  

④ 新たに選任した会計担当理事により毎週、会計処理状況を確認。  
⑤ 会計事務所と顧問契約を締結し、毎月、会計処理状況の外部監査を実施。  

（む 理事に法人t施設運営に精通した他保育所の施設長、学隷経鹸者を選任。   

⑦ 監事に社会福祉法人の会計に精通した他保育所の施設長を選任。  
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社会福祉法羊56集に基づいた法人の改善措t専の流れ（例示）  
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（参考資料19）  

○第三者評価の受章件数（都道府県別）  平成21年6月29日  

No．  都道府県  17年度 実績  18年度 実績  19年度実績  20年度実績  都道府県別 4年間合計数   

山  北海道   0   9   20   30   

2  青森県   5   19   34   12   70   

3  岩手県   9   15   21   29   74   

4  宮城県   0   0   0   3   3   

田  秋田県   0   0   4   5   

6  山形県   0   2   2   5   

ロ  福島県   0   0   3   8   

b  茨城県   2   6   3   12   

9  栃木県   8   6   6   21   

10  群馬県   16   8   46   

皿  埼玉県   8   22   26   25   81   

12  千葉県   0   3   81   28   112   

13  東京都   1，352   1，308   1，827   1，817   6，304   

14  神奈川県   37   100   131   163   431   

田  新潟県   0   0   0   7   7   

16  富山県   9   18   7   4   38   

田  石川県   0   42   38   32   112   

18  福井県   0   3   2   4   9   

19  山梨県   10   4   7   22   

20  長野県   2   15   9   29   55   

団  岐阜県   7   19   10   4   40   

22  静岡県   47   38   45   40   170   

23  愛知県   3   25   39   60   127   

24  三重県   19   7   13   16   55   

25  滋賀県   0   0   3   4   7   

26  京都府   80   115   254   185   634   

27  大阪府   9   31   80   60   180   

28  兵庫県   20   25   51   52   148   

29  奈良県   0   0   0   4   4   

30  和歌山県   0   0   2   10   12   

31  鳥取県   0   15   18   20   53   

32  島根県   0   4   6   

33  岡山県   0   0   0   3   3   

34  広島県   0   0   0   

35  山口県   41   39   25   14   119   

36  徳島県   0   0   0   6   6   

37  香川県   0   0   8   2   10   

38  愛媛県   0   0   4   8   12   

39  高知県   0   2   3   6   

40  福岡県   0   0   0   5   5   

41  佐賀県   0   4   2   7   

42  長崎県   0   3   12   6   21   

43  熊本県   0   21   22   27   70   

44  大分県   14   18   14   57   

45  宮崎県   0   0   0   0   0   

46  鹿児島県   0   9   5   4   18   

47  沖縄県   0   0   2   4   6   

全国合計受審数  1，678   1，947   2，835   2，765   9，225   

※全国施設数 出典：   
平成17～19年「社会福祉施設等調査報告」およぴ「介護サービス施設・事業所調査」   
（厚生労働省大臣官房統計情報部）   

※平成17～19年度の実績数については、一部の県で外部評価等が含まれていたためその数を   
除外した。  
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